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広報あき  平成28年3月 市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→



３月１日（火）～７日（月）
春季全国火災予防運動
■問　消防本部予防係☎37・9103

　消防本部では、「無防備な　心に火災が　かく
れんぼ」を全国統一標語として、３月１日（火）
から７日（月）まで、春季全国火災予防運動を実
施します。
　平成27年中の本市の火災件数は11件で、内訳
として建物火災６件、林野火災１件、その他火災
４件となり、建物火災が半数以上を占めています。
　火災件数を減らすためには、一人ひとりが普段
の生活の中で、防火
意識を高め、「火の
始末」をすることが
何よりも大切です。
　また、火災予防運
動とあわせて、住宅
用警報器設置の普及
啓発を図っています。
大切な命、財産を守
るためにも必ず設置
してください。

○住宅用火災警報器を設置しましょう
　　平成23年６月から、す
　べての住宅に住宅用火災
　警報器の設置が義務づけ
　られています。下記の場
　所に設置してください。
▽設置場所
①寝室
　普段の就寝に使われる部
　屋に設置しましょう。子
　ども部屋や老人の居室なども、就寝に使われて
　いる場合は対象となります。
②階段
　寝室がある階の階段に設置しましょう。
③同一階５以上の居室
　７m2（四畳半）以上の居室が５以上ある階には、
　廊下に設置しましょう。
＊住宅用火災警報器は、家電量販店やホームセン
　ターなどで購入できます。

……………………………………………………………………………………………………………………………

第20回 東川健康ウォーク
■問・申込　生涯学習課☎35・1020　　東川公民館☎32・3031（午前中のみ）

　ウグイスの唄声を聞きながら、マイナスイオン
がいっぱいの清流、伊尾木川に沿って歩いてみま
せんか。

▽と　き　３月27日（日）
　　　　　＊雨天中止
▽コース　美舞ダム～東川公民館（11km）
▽スタート　美舞ダム　10時10分（予定）
▽対象者　市在住者または市内に勤務している人
▽参加料　300円（保険料含む）
＊昼食は、各自で準備してください。東川公民館
　でちらし寿司弁当、大井公民館入口でお茶など
　の無料サービスがあります。
▽募集定員
①市役所前から輸送車を利用する人
　定員30人（先着順）

②東川・大井公民館から輸送車を利用する人
　定員30人（先着順）
③スタート地点（美舞ダム）に直接行ける人
　若干名
＊①、②、③合計で定員60人（先着順）
▽集合場所および時間
①の人　市役所南駐車場　８時30分～９時
②の人　東川公民館前　　９時～９時30分
　　　　大井バス停前　　９時～９時30分
③の人　美舞ダム　　　　10時
▽申込受付　平日９時～17時
▽申込期限　３月18日（金）
▽荒天時の中止決定
　当日の７時過ぎ～８時に、安芸市役所（☎34・
　1111）または東川公民館（☎32・3031）でご
　確認ください。

……………………………………………………………………………………………………………………………

ごみの減量化、できることからはじめよう
家庭で生ごみをリサイクル！
■問　環境課☎35・1023

　今回は電気式生ごみ処理機とコンポスト容器に
ついて紹介します。
【電気式生ごみ処理機】
　ご家庭の生ごみを電
気により乾燥、かくは
ん、減容し堆肥化する
機器です。生ごみを処
理機に入れ、タイマー
をセットするだけで、
眠っている間に処理が
でき、匂いや音も気になりません。
○使用者の感想
　購入のきっかけは、台所から出る臭いの解消と
生ごみを少なくしたいという思いと、市のごみ減
量化補助金が購入の後押ししてくれました。深夜
電力を使用しているため、電気代もほとんどかか
りません。処理してできた堆肥は家庭菜園に利用
しています。生ごみがなくなると、こんなにごみ
出しが軽く楽になることに驚きました。

【補助金額について】
種　　　類
コンポスト容器
EM容器

電気式生ごみ処理機

＊100円未満は切り捨て

▲生ごみ処理の様子

▲コンポスト容器

補助金額
購入金額の3分の2以内
（上限8,000円）

購入金額の２分の１以内
（上限40,000円）

資源ごみ収集日一覧表

一般廃棄物最終処分場（安芸市リサイクルプラザ）は日曜日以外受け入れしています。
受け入れ時間　月～金曜日は8時30分～16時30分　　土曜日は8時30分～12時　13時～16時30分
■問　平日　環境課☎35・1023　　土・祝日　最終処分場☎34・1353

久世町・庄之芝町・染井町・桜ヶ丘町・幸町・
宝永町・黒鳥・植野・井ノ口・栃ノ木

本町１～５丁目・土居・僧津・伊尾木・下山

花園町・東浜・矢ノ丸１～４丁目・港町１～２丁目・
内原野・花・川北・江川・小松原

日ノ出町・寿町・清和町・千歳町・津久茂町・
馬ノ丁・赤野・穴内

東川（八ノ谷・丸石・黒瀬・大井・古井・
別役・入河内・奈比賀・長山）

畑山・尾川

中郷

毎週月曜（７日・14日・21日・28日）

缶・スプレー缶・紙（新聞とチラシ・雑誌・
ダンボール・紙パック）・ペットボトル・古着

ビン・乾電池・蛍光灯・電球・体温計・
温度計・ライター

毎月第１・３水曜（２日・16日）

毎月第２・４水曜（９日・23日）

毎月第１・３水曜（２日・16日）

毎週火曜（１日・８日・15日・22日・29日）

毎週木曜（３日・10日・17日・24日・31日）

毎週金曜（４日・1１日・1８日・2５日）

毎週水曜日（２日・９日・16日・23日・30日）

「缶・紙・布着・ペットボトル」の日
3月の資源ごみ収集日

「ビン・有害ごみ」の日

毎月第３水曜（16日）

【コンポスト容器】
　ご家庭の生ごみを微
生物により、発酵、分
解して堆肥化する容器
です。
　生ごみをコンポスト
容器に入れ、ホームセ
ンターなどで売ってい
る発酵促進剤（微生物の働きにより堆肥化を促進
し、いやな臭いの発生を抑えるもの）を加えて、
約１カ月間寝かせておくと、微生物により発酵、
分解されて堆肥になります。
○使用者の感想
　自宅の近くに畑があり果樹などの堆肥にするた
め、10年前からコンポスト容器を使用しています。
畑仕事の合間に土をかぶせたりするので、使用は
おっくうではありません。
　生ごみを堆肥にすることで、ごみ出しは週１回
に減り、生ごみを有効活用することが自慢です。

　今年度のごみ減量化補助金もあり
ますので、あなたも生ごみ処理機器
（電気式生ごみ処理機、コンポスト容
器、ＥＭ容器）を活用して、生ごみ
の臭いの解消やごみの減量化に取り
組んでみませんか？
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広報あき  平成28年3月 市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→
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広報あき  平成28年3月→　安芸市ホームページhttp://www.city.aki.kochi.jp/
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広報あき  平成28年3月 「広報あき」はホームページでカラーでご覧いただけます　→
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広報あき  平成28年3月→　お子さんかお孫さんを紹介してみませんか？

健康テレホンサービス

☎088・832・5266
3月の週間予定表

月 疲労と歯痛

火 在宅医療の仕組みについて

水 高齢者と消炎鎮痛剤

木 最近の白内障手術

金 指しゃぶりは病気か

土日 輝こう、更年期！
提供：高知保険医協会

　このような症状がある人は、自分でも気づかないうちに溜め
込んだ『ストレス』が原因かもしれません。
　ストレスは、体のいろいろなところに影響をおよぼすことが
あります。

●体に表れるSOSのサイン
・疲れやすい、体がだるい　・耳鳴り、めまいがする
・食欲がない、過食　　　　・便秘、下痢気味
・頭痛がする、頭が重い　　・不安、イライラ、訳もなく涙が出る
・肩こりがひどい　　　　　　など

●ストレスをためないコツ
　「毎日の生活習慣を整えること」心の健康
も体の健康と同様、まずは規則正しい生活習
慣からつくられます。体と心のためにも、バ
ランスの取れた３食の食事、適度な運動習慣
を心がけてみてください。
　眠りと目覚めのメリハリをつけることが良
質の睡眠につながります。そして、良い睡眠
は生活習慣病予防にもつながります。

　生活習慣を整えることで、体にも心にも
元気なエネルギーがとりこまれます。
　自分にあった気分転換法でストレスをこ
まめに解消しましょう。決して一人で抱え
込まないでください。

心配なことなどがあれば、ぜひご相談ください。
〈こころの健康、相談窓口〉　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300
　　　　　　　　　　　　　　安芸福祉保健所健康障害課　　　☎34・3177
〈自殺予防、相談窓口〉　　　自殺予防情報センター　　　　　☎088・821・4506
　　　　　　　　　　　　　　高知いのちの電話　　　　　　　☎088・824・6300

・夜、なかなか寝つけない
・何度も目が覚める
・もっと眠りたいけど 朝早くに目覚める
・一晩眠ったけれど、ぐっすりと寝た気がしない

＊これらは一部の例です。ストレス反応（心のSOS）は人それぞれ
　あらわれ方が違います。

3 月の休日在宅当番医

6日 深谷内科 ☎ 33・2401

13日 森澤病院 ☎ 34・1155

20日 芸西病院 ☎ 33・3833

21日 森澤病院 ☎ 34・1155

27日 尾木医院 ☎ 34・3155
診療時間：９時～ 17時
県立あき総合病院（☎３４・３１１１）は救急に対応

　3月1日（火）～3月7日（月）は、子ども予防接種週間です｡この期間は、
通常の診療時間以外にも土曜日、日曜日に予防接種を受けることができま
す。
　平日の診療時間に予防接種が受けにくい人は、この機会に予防接種を受
けましょう。
　実施協力医療機関などの詳細は、健康ふれあいセンター「元気館」まで
お問い合わせください。

3 月 1日（火）〜 3 月 7 日（月）
「子ども予防接種週間」

あなたの 心
ホッと一息

▪問　健康ふれあいセンター「元気館」☎ 32・0300

 

４月からの入所・入園・
入学に備えて予防接種を
受けましょう！

あなたの周りには
たくさんの
応援団がいます。



年に一度は「からだを点検」
自分の健康を守るってかっこいい！

特定健診、受け忘れは無いですか？

■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300

　特定健診受診券の有効期限は平成28年3月31日です！
健診料が無料の人も、この特典は平成28年3月31日まで
です。
　今年度の集団健診は終了しましたが、医療機関での個

別健診は受診できますので、まだ特定健診を受け
ていない人は、ぜひ受診してください。
　健診料は、送付した受診券に表記してあります。
　詳しくは元気館にお問い合わせください。

住　所病院名 連絡先

高知県立あき総合病院 宝永町３-３３ ☎３４・３１１１
高知高須病院附属安芸診療所 港町２丁目６３５ ☎３４・３８４８

津田クリニック 庄之芝町９-３４ ☎３４・１１９５
宇都宮内科 染井町１-３８ ☎３２・０５００

まつうら内科消化器科 土居１９４９-１ ☎３５・８１２７

安芸クリニック 土居１９７６-４ ☎３５・３５７５
森澤病院 本町２丁目１３-３２ ☎３４・１１５５
つつい脳神経外科 本町２丁目２-１ ☎３４・０２２１
尾木医院 本町３丁目１０-３０ ☎３４・３１５５

…
…
…
…
…

項　　目 月　日 受付時間 ところ

無医地区診療

3月22日（火） 14:10～15:00 畑山公民館

3月29日（火） 14:10～15:00 大井公民館

健康診断 3月8日（火） 10:00～12:00 市民館別館

愛の献血 3月10日（木）
10:00～12:00
13:45～14:45
15:45～16:45

安芸市役所
四国電力㈱安芸営業所
ＪＡ土佐あき本所

つくし会（生活習慣病
予防サークル）
＊3月4日は運動教室。
参加費100円。
持ち物は室内シューズ、
水分、タオル。
＊3月18日は栄養教室。
材料費が必要。
持ち物はエプロン、三角
巾、タオル。

3月4日（金） 13:30～15:00

健康ふれあい
センター
「元気館」

3月18日（金） 10:00～13:00

飼い犬・飼い猫の
引き取りなどに
関する相談窓口

　飼い主には、飼っている犬や猫を終生まで
飼養および管理を行う責任があります。やむ
をえず飼えなくなった場合は、新たな飼い主
を探し、譲渡するなど、犬・猫が生涯を全うで
きるよう努力しましょう。
　どうしても飼い続けることができなくなっ
た場合は、下記窓口までご相談ください。
■問　安芸福祉保健所☎３４・３１７３

その他

　はしか（麻しん）は感染力が大変強く、症状が重く
なる病気です｡
　予防接種を受けたことがない人はもちろん、1回受
けたことがある人も2回目の予防接種を受けましょう。

▽対象者
①1歳のお誕生日を迎えたら1回目の接種
　（1歳～2歳未満）
②小学校入学前の1年間に2回目の接種
　�＊対象者は無料で受けられます。就職や進学の時に、
はしかや風しんに対する免疫を持っていることが必
要な場合があります。まだ受けていない人は、この
機会に予防接種を受けましょう。

＊②の対象者接種期限は､
　平成28年3月31日です。
　�接種期限を過ぎると実費
　負担となりますので接種
　期限内に受けましょう。

麻しん・風しんの
予防接種

■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300
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ひとり親家庭へのさまざまな制度
■問　福祉事務所こども係☎35・1009

　父母の離婚などによるひとり親（母子・父子）家庭、諸
事情によって父または母と生計を同じくしていない児童を
養育している家庭などへ、次のような制度があります。
【児童扶養手当】
　▽対象者　児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日
　　　　　　まで）を監護している父または母。父または
　　　　　　母に代わってその児童を養育している人。
　▽手当額　手当を受ける人や扶養義務者の所得に応じて
　　　　　　支給制限があります。
【ひとり親家庭医療費助成制度】
　医療費自己負担分を助成する制度。
　▽対象者　父または母と監護している児童（18歳に達す
　　　　　　る日以後の最初の3月31日まで）で、所得税非
　　　　　　課税世帯の人。
【安芸市母子福祉年金】
　▽対象者　義務教育修了前の児童を監護している母で安
　　　　　　芸市に 1年以上住所がある人
　▽年金額　児童１人につき、月額 1,000 円
【高知県母子父子寡婦福祉資金貸付制度】
　母子・父子家庭または寡婦の人に、生活安定のためや教
育費等の資金の貸付制度（貸付にあたり審査があります。
平成26年10月より父子家庭も貸付対象になりました。）

　お父さん、お母さんの就業を支援する制度

　制度を利用する場合は、必ず事前の相談が必要です。
　───────────────────────

【自立支援教育訓練給付金事業】
　資格や技能の取得を目指して、認められた一定の講
座（パソコン、医療事務など）を受講する際、受講料
などの経費の一部を助成する制度。
【高等職業訓練促進給付金等事業】
　定められた一定の資格（看護師、介護福祉士、保育
士、理学療法士、作業療法士など）を取得するため、
養成機関で受講する場合、受講期間中の生活費や入学
一時金を支給する制度。
＊入学年度・世帯により支給期間・金額は異なります。

母子家庭等就業・自立支援センター
就業相談や情報提供、法律問題などの専門相談を
行っています。
■問　高知市旭町 3-115
　　　こうち男女共同参画センター「ソーレ」2階
　　　☎088・875・2500
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３～４カ月児健診
▽と　き　３月８日（火）12時～
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　平成27年11月生まれ
　　　　　（順次個別通知します）

９～10カ月児健診
▽と　き　３月15日（火）12時～
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　平成27年５月生まれ
　　　　　（順次個別通知します）

１歳６カ月児健診
▽と　き　３月８日（火）13時～
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　平成26年６月生まれ
　　　　　（順次個別通知します）

３歳児健診
▽と　き　３月15日（火）13時～
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　平成24年11月生まれ
　　　　　（順次個別通知します）

乳幼児健診 あきっ子あつまれ！
■問・申込　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300 ■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300

◎すくすく広場（計測・栄養相談・交流）
▽と　き　３月２日（水）10時30分～12時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　乳幼児とその保護者、妊婦
▽持ち物　母子健康手帳、バスタオル・おむつ

◎あきっ子広場（ボランティアと一緒に遊ぼう！託児もあります）
▽と　き　３月25日（金）10時～12時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　乳幼児とその保護者
▽持ち物　お子さんを預けられる人は、バスタオル、
　　　　　おむつ、お茶やさ湯など
＊お子さんの安全のため、保険料100円を
　いただいています。ご了承ください。

◎離乳食講習会
▽と　き　３月10日（木）13時～15時30分
▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対象者　はがきで通知します
▽持ち物　�母子健康手帳・エプロン・三角巾・手拭きタオ

ル・筆記用具・赤ちゃんの必要物品（バスタオ
ル・ミルク・おむつ・お白湯・ビニール袋など）

広報あきでは、地域の話題・情報をお待ちしています。■問　総務課☎35・1000



子育て information　
地域子育て支援センター
■問　地域子育て支援センター
　　　（安芸保育所内）☎35・2377

　子育てを一人で頑張っていませんか？みんな悩みなが
らも子育てしていることに共感したり、子育てが少しで
も楽しくなるように、悩みを話せる子育て仲間や、子ど
も達の小さな出会いの場として、気軽にご利用ください。

■問　市民課市民係 ☎35・1001
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●なかよし広場
　子育て仲間との交流の場として、元気館のホール
にて親子で楽しめる広場を開催しています。

『お楽しみ会』〜人形劇＆ふれあい遊び〜
　▽と　き　３月10日（木）10時～12時
　▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
　▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

家庭や子育てに関する相談　■問　家庭児童相談室☎３５・２９２０

●一時保育をしています（安芸保育所）
▽対象児童　安芸市在住の満１歳～就学前まで
▽定　　員　１日あたり５人
▽利用時間　平日（土、日、祝日を除く）
　　　　　　�半日（８時30分～12時30分または

12時30分～16時30分）
　　　　　　１日（８時30分～16時30分）
▽利用日数　１カ月あたり14日以内
▽利 用 料　半日1,000円　１日2,000円
■問　安芸保育所☎35・2377

●保育室・園庭開放
　安芸保育所の保育室や園庭を開放しています。子ども
同士、保護者同士のふれあいの場としてご利用ください。
　▽と　き　�平日９時～１6時
　▽ところ　安芸保育所
　▽持ち物　着替え、お茶、タオル、帽子など

●体験入園
　▽と　き　�３月１日（火）、3日（木）、8日（火）、
　　　　　　15日（火）、17日（木）　９時～12時
　▽ところ　安芸保育所
　▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

●給食試食会
　　～3月普通食～
　▽と　き　3月3日（木）
　▽申　込　2月25日（木）締切
　▽定　員　1歳～5歳まで　10人
　▽食　費　300円

●電話相談・面接相談
　育児の悩みなどお気軽にご相談ください。
　面接相談の際は事前にご連絡ください。
　▽と　き　平日9時～16時

●安芸保育所の行事に参加しませんか？
　《ひな祭り》かわいいお雛様に会えるかな？
　▽と　き　3月3日（木）
　　　　　　10時30分

【安　芸】

多川　哲夫・智

山本　和志・佑美子

濵田　鈴也・麻衣

男

女

男

心
みどう

堂

玲
れ な

菜

真
ま や と

彌人

１月 6日

１月 8日

１月20日

【井ノ口】

仙頭　秀哲・美穂

千光士　尚史・和加

小松　宗徳・晃奈

女

男

女

愛
ま な か

菜花

尭
あきたか

嵩

杏
あん

凪
な

１月 7日

１月20日

１月29日

１月生まれ

保　護　者 保　護　者性別 性別赤ちゃん 赤ちゃん誕生日 誕生日

１月30日

【赤　野】

山内　悠平・令加 女 夢
ゆめ

花
は

【川　北】

佐野　広典・ふみか

佐伯　将行・知世

女

男

愛
な ご み

紅美

拓
たく

海
み

１月 3日

１月30日

【土　居】

川谷　祐介・優希 女 美
み

織
おり

１月 2日
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高知県立農業大学校の学費補助制度
■問　農林課農政係☎35・1016

国民年金には学生納付特例制度があります
■問　市民課国保年金係☎35・1002

健やかな生活を送るために
後期高齢者健康診査を受診しましょう
■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　後期高齢者健康診査では、血液や尿検査などを
実施しており、皆さんの健康状況を知る良い機会
となっています。
　生活習慣病などが発見された場合は、早期に適
切な治療を受けることで、病気が重症化すること
を予防することができます。

○平成28年４月１日から対象者が変わります
　これまでは、健康診査の対象ではなかった生活
習慣病で通院中の人についても、自身の健康状態
を確認していただくために、健康診査を受けられ
るようになりました。
　生活習慣病で通院中の人で健康診査を受けられ
る人は、健康ふれあいセンター「元気館」（☎32
・0300）までお申し込みください。お申し込みし
て受診していただくと、来年度からは申し込みを
いただかなくても、受診券をお送りするようにな
ります。
　また、平成28年３月31日までに後期高齢者医療
制度の被保険者になった人のうち、健康診査の対
象となる人（生活習慣病で通院中の人以外）につ
いては、申し込みをいただかなくても、事前に受
診券をお送りします。

　ただし、平成28年４月１日以降に、新たに被保
険者になられた人は、受診券が送付されませんの
で、申し込みが必要となります。

　届いた受診券と、同封してある問診票、被保険
者証をお持ちになって、集団健診の会場や、お近
くの医療機関など（受診できる医療機関などは、
同封の一覧表をご覧下さい）にお越しいただくと、
健診を受けることができます。

▽健康診査の対象とならない人
・６カ月以上、継続して入院している人
・介護施設や障害者施設に入所している人
・事業主健診を受診している人　など

＊詳しくは、健康ふれあいセンター「元気館」
　までお問い合わせ下さい。

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった 住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

　この制度は、所得がない学生が将来、年金を受
け取れなくなることや、不慮の事故などにより障
害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け
取れなくなることなどを防止するため、ご本人の
申請により保険料の納付が猶予される制度です。
▽対象者と所得の目安
　・学校教育法で規定されている修業年限が１年
　　以上の課程に在学している人
　・本人の前年所得（１月～３月までに申請され
　　る場合は前々年所得）が次の計算式で計算し
　　た額以下の人
　　118万円＋扶養親族等の数×38万円
▽承認期間
　４月（または20歳誕生月）から翌年３月まで
▽申請
　 毎年申請が必要です。
＊学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ
　学校に在学する人には、３月下旬に年金事務所
　からハガキの申請書が送付されますので、必要
　事項を記入して返送してください。
＊添付書類は不要です。
＊学校が変わった場合は、あらためて市民課国保
　年金係で申請手続きが必要です。

▽手続きに必要なもの
　・年金手帳
　・学生証（コピー可）または在学証明書
　・認印
＊会社などを退職して学生になった人は、このほ
　かに、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離
　職票などの写しが必要です。
＊代理人による申請の場合は、代理人の免許証な
　ど本人確認ができるものが必要です。

＊10年以内ならさかのぼって納めることができます

「納付」と「学生納付特例」と「未納」はこのように
違います

20歳以上の学生の皆さん

　本市では、新たな技術や経営感覚に優れた新規就
農者確保・育成のため、対象者に補助金を交付します。

▽対象者
　次の条件をすべて満たす人
　・本市での就農を希望し、農業を生業にしようと
　　いう強い意志があること
　・64歳以下であること
　・原則として、卒業後、本市で居住し就農すること
　・青年就農給付金（準備型）の給付を受けないこと
＊卒業後にやむを得ない事由がなく、本市で居住、
　就農しないなど補助金の交付要件を欠く場合、補
　助金は返還となります。

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割

と　き

相談会

林業体験教室

ところ

香美市香北町山林現場

高知城ホール
（高知市丸の内）

森林研修センター
（香美市土佐山田町）

2月27日（土）
12時30分～16時30分
（受付締切16時）

2月25日（木）
10時～17時

2月26日（金）
10時～16時

区分 納付

老
齢
基
礎
年
金

学生納付特例 未納

障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給資格期間）

受給資格期間

年金額に計算

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
されます

○
入ります

×
入りません

×
入りません

×
されません

×
されません＊

　市役所では、臨時職員として働く意欲のある人
を募集しています。
　まずは名簿登録していただき、臨時職員が必要
となった時に、その中から必要に応じて勤務を依
頼します。

▽職種　　　事務補助
▽内容　　　パソコン入力、窓口業務、電話対応、
　　　　　　書類整理など
　　　　　　＊内容は職場により異なります。
▽賃金　　　日額6,990円～（予定）
　　　　　　＊雇用形態により異なります。

▽登録受付　随時（8時30分から17時15分）
　　　　　　＊土日祝日は除きます。
▽提出書類　履歴書(写真添付)
▽提出方法　総務課職員係まで履歴書を持参もし
　　　　　　くは郵送で提出してください。
＊登録有効期間
　　平成28年4月1日～平成29年3月31日

障害者スポーツ出前教室
■問・申込　福祉事務所障害ふくし係☎35・1009　FAX 35・1028

　障害者スポーツセンターによるスポーツ教室を
開催します。
　休日を家の中で過ごされている皆さん、少しの
時間ですが体を動かしてみませんか？
　ウォーミングアップで基本運動を行い、その後
フライングディスク、バドミントンなどさまざま
なスポーツに取り組んでいきます。
　初心者、運動が苦手な人も大歓迎です。
　お気軽にご参加ください！

▽と　き　３月６日（日）10時～11時30分
▽ところ　市民館
▽参加費　１人　500円
▽対象者　障害児・者で立位姿勢が
　　　　　とれる人およびその家族

▽補助対象経費
　・高知県立農業大学校授業料
　・高知県立農業担い手育成センター
　　「窪川アグリ体験塾」の就農希望者長期研修に
　　係る研修料
▽補助率
　２分の１以内
▽補助対象期間
　高知県立農業大学校および窪川アグリ体験塾に
　おける正規の修学期間
▽申請締切
　４月28日（木）
＊年度ごとの申請および在学を証明する書類などが必要です。

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります
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高知県立農業大学校の学費補助制度
■問　農林課農政係☎35・1016

国民年金には学生納付特例制度があります
■問　市民課国保年金係☎35・1002

健やかな生活を送るために
後期高齢者健康診査を受診しましょう
■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　後期高齢者健康診査では、血液や尿検査などを
実施しており、皆さんの健康状況を知る良い機会
となっています。
　生活習慣病などが発見された場合は、早期に適
切な治療を受けることで、病気が重症化すること
を予防することができます。

○平成28年４月１日から対象者が変わります
　これまでは、健康診査の対象ではなかった生活
習慣病で通院中の人についても、自身の健康状態
を確認していただくために、健康診査を受けられ
るようになりました。
　生活習慣病で通院中の人で健康診査を受けられ
る人は、健康ふれあいセンター「元気館」（☎32
・0300）までお申し込みください。お申し込みし
て受診していただくと、来年度からは申し込みを
いただかなくても、受診券をお送りするようにな
ります。
　また、平成28年３月31日までに後期高齢者医療
制度の被保険者になった人のうち、健康診査の対
象となる人（生活習慣病で通院中の人以外）につ
いては、申し込みをいただかなくても、事前に受
診券をお送りします。

　ただし、平成28年４月１日以降に、新たに被保
険者になられた人は、受診券が送付されませんの
で、申し込みが必要となります。

　届いた受診券と、同封してある問診票、被保険
者証をお持ちになって、集団健診の会場や、お近
くの医療機関など（受診できる医療機関などは、
同封の一覧表をご覧下さい）にお越しいただくと、
健診を受けることができます。

▽健康診査の対象とならない人
・６カ月以上、継続して入院している人
・介護施設や障害者施設に入所している人
・事業主健診を受診している人　など

＊詳しくは、健康ふれあいセンター「元気館」
　までお問い合わせ下さい。

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった 住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

　この制度は、所得がない学生が将来、年金を受
け取れなくなることや、不慮の事故などにより障
害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け
取れなくなることなどを防止するため、ご本人の
申請により保険料の納付が猶予される制度です。
▽対象者と所得の目安
　・学校教育法で規定されている修業年限が１年
　　以上の課程に在学している人
　・本人の前年所得（１月～３月までに申請され
　　る場合は前々年所得）が次の計算式で計算し
　　た額以下の人
　　118万円＋扶養親族等の数×38万円
▽承認期間
　４月（または20歳誕生月）から翌年３月まで
▽申請
　 毎年申請が必要です。
＊学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ
　学校に在学する人には、３月下旬に年金事務所
　からハガキの申請書が送付されますので、必要
　事項を記入して返送してください。
＊添付書類は不要です。
＊学校が変わった場合は、あらためて市民課国保
　年金係で申請手続きが必要です。

▽手続きに必要なもの
　・年金手帳
　・学生証（コピー可）または在学証明書
　・認印
＊会社などを退職して学生になった人は、このほ
　かに、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離
　職票などの写しが必要です。
＊代理人による申請の場合は、代理人の免許証な
　ど本人確認ができるものが必要です。

＊10年以内ならさかのぼって納めることができます

「納付」と「学生納付特例」と「未納」はこのように
違います

20歳以上の学生の皆さん

　本市では、新たな技術や経営感覚に優れた新規就
農者確保・育成のため、対象者に補助金を交付します。

▽対象者
　次の条件をすべて満たす人
　・本市での就農を希望し、農業を生業にしようと
　　いう強い意志があること
　・64歳以下であること
　・原則として、卒業後、本市で居住し就農すること
　・青年就農給付金（準備型）の給付を受けないこと
＊卒業後にやむを得ない事由がなく、本市で居住、
　就農しないなど補助金の交付要件を欠く場合、補
　助金は返還となります。

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割

と　き

相談会

林業体験教室

ところ

香美市香北町山林現場

高知城ホール
（高知市丸の内）

森林研修センター
（香美市土佐山田町）

2月27日（土）
12時30分～16時30分
（受付締切16時）

2月25日（木）
10時～17時

2月26日（金）
10時～16時

区分 納付

老
齢
基
礎
年
金

学生納付特例 未納

障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給資格期間）

受給資格期間

年金額に計算

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
されます

○
入ります

×
入りません

×
入りません

×
されません

×
されません＊

　市役所では、臨時職員として働く意欲のある人
を募集しています。
　まずは名簿登録していただき、臨時職員が必要
となった時に、その中から必要に応じて勤務を依
頼します。

▽職種　　　事務補助
▽内容　　　パソコン入力、窓口業務、電話対応、
　　　　　　書類整理など
　　　　　　＊内容は職場により異なります。
▽賃金　　　日額6,990円～（予定）
　　　　　　＊雇用形態により異なります。

▽登録受付　随時（8時30分から17時15分）
　　　　　　＊土日祝日は除きます。
▽提出書類　履歴書(写真添付)
▽提出方法　総務課職員係まで履歴書を持参もし
　　　　　　くは郵送で提出してください。
＊登録有効期間
　　平成28年4月1日～平成29年3月31日

障害者スポーツ出前教室
■問・申込　福祉事務所障害ふくし係☎35・1009　FAX 35・1028

　障害者スポーツセンターによるスポーツ教室を
開催します。
　休日を家の中で過ごされている皆さん、少しの
時間ですが体を動かしてみませんか？
　ウォーミングアップで基本運動を行い、その後
フライングディスク、バドミントンなどさまざま
なスポーツに取り組んでいきます。
　初心者、運動が苦手な人も大歓迎です。
　お気軽にご参加ください！

▽と　き　３月６日（日）10時～11時30分
▽ところ　市民館
▽参加費　１人　500円
▽対象者　障害児・者で立位姿勢が
　　　　　とれる人およびその家族

▽補助対象経費
　・高知県立農業大学校授業料
　・高知県立農業担い手育成センター
　　「窪川アグリ体験塾」の就農希望者長期研修に
　　係る研修料
▽補助率
　２分の１以内
▽補助対象期間
　高知県立農業大学校および窪川アグリ体験塾に
　おける正規の修学期間
▽申請締切
　４月28日（木）
＊年度ごとの申請および在学を証明する書類などが必要です。

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります
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平成28年度 軽自動車税について
■問　税務課市民税係☎35・1005

軽自動車税は4月1日現在の所有者に
課税されます
■問　税務課市民税係☎35・1005

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　軽自動車税は４月１日現在における原動機付自
転車、軽自動車などの所有者に対して課税されま
す。譲渡や解体業者へ引き渡した場合でも、届出
が無ければ課税されますのでご注意ください。

○軽自動車などの所有者が死亡した場合は？
　そのまま使用される場合は名義変更を、使用せ
ず処分する場合は廃車の手続きをしてください。

＊手続きに必要なものは車種などにより異なりますので、各届け出先にお問い合わせください。

車　　種

原動機付自転車（125cc 以下）
小型特殊自動車（農耕用を含む）

軽四（三）輪自動車

軽二輪（125cc～250cc）

二輪小型自動車（250cc～）

市役所税務課市民税係
☎35・1005

軽自動車検査協会　高知事務所
〔住所〕高知市長浜 3106-2　☎050・3816・3125

（社）全国軽自動車協会連合会　高知事務所
〔住所〕高知市長浜 3106-3　☎088・842・4311

四国運輸局　高知運輸支局
〔住所〕高知市大津乙 1879-1　☎050・5540・2077

届　け　出　先

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった 住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

○軽自動車税の税率が変わります
　税制改正により、軽自動車税の税率が変更になります。

【三輪および四輪以上の軽自動車】
　初度検査（＊①）年月に応じて、税率が決まります。
（＊①）新車購入時に最初にナンバーを取得するための検
査。初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。

○税負担を軽減「グリーン化特例」
　平成28年度は、三輪と四輪の軽自動車で、排出ガス、燃
費性能の優れた車に、「グリーン化特例」が適用されます。
　適用されるのは、平成27年４月１日～平成28年３月31
日までに初度検査を受け、右の条件を満たしたものに限
ります。
＊燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載
　されています。
【軽自動車のグリーン化特例（軽課）】

【原動機付自転車、二輪車など】
　平成28年４月１日から、次の通り新税率が適用されます。

▽現行税率
　初度検査が平成27年３月以前で、初度
　検査から13年を経過していない車両
▽新税率
　初度検査が平成27年４月以後の車両
▽重課税率
　初度検査後 13年を経過した車両
＊賦課期日の４月１日時点で13年を経過
　しているか判断します。
＊平成15年10月14日以前に初度検査を
　受けた車は、年のみの記載しかないた
　め、その年の12月に検査を受けたもの
　と見なします。

4,600 円

12,900 円

8,200 円

6,000 円

4,500 円

3,900 円

10,800 円

6,900 円

5,000 円

3,800 円

3,100 円

7,200 円

5,500 円

4,000 円

3,000 円

重課税率

3,700 円

2,000 円

5,900 円

2,000 円

2,000 円

2,400 円

3,600 円

6,000 円

新税率
車種区分

総排気量

50cc 以下 0.6kw以下

50cc 超 90cc 以下 0.6kw超 0.8kw以下

90cc 超 125cc 以下 0.8kw超

20cc 超（三輪以上）

農耕用（トラクター、コンバインなど）

その他（フォークリフトなど）

軽二輪（125cc 超 250cc 以下）

小型特殊
自動車

原動機付
自転車

小型二輪（250cc 超）

0.25kw超（三輪以上）

定格出力

新税率現行税率

8,100 円

5,200 円

3,800 円

2,900 円

3,000 円

5,400 円

3,500 円

2,500 円

1,900 円

2,000 円

2,700 円

1,800 円

1,300 円

1,000 円

自家用
乗用

営業用

自家用
貨物

四輪

三輪

営業用

1,000 円

特例（3）特例（2）特例（1）

税率（年額）
車種区分

車種区分

乗用

軽三輪

軽四輪
以上

貨物用

自家用

営業用

自家用

営業用

▽特例（1）
・電気自動車
・天然ガス自動車（平成21年排出ガス10
　％低減）
▽特例（2）
・乗用
　平成17年排出ガス基準75％低減（＊②）
　かつ平成 32年度燃費基準＋20％達成車
・貨物
　（＊②）かつ平成27年度燃費基準＋35％
　達成車
▽特例（3）
・乗用
　（＊②）かつ平成32年度燃費基準達成車
・貨物
　（＊②）かつ平成27年度燃費基準+15％
　達成車

＊10年以内ならさかのぼって納めることができます

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割

と　き

相談会

林業体験教室

ところ

香美市香北町山林現場

高知城ホール
（高知市丸の内）

森林研修センター
（香美市土佐山田町）

2月27日（土）
12時30分～16時30分
（受付締切16時）

2月25日（木）
10時～17時

2月26日（金）
10時～16時

納付 納付

老
齢
基
礎
年
金

学生納付特例 未納

障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給資格期間）

受給資格期間

年金額に計算

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
されます

○
入ります

×
入りません

×
入りません

×
されません

×
されません＊

　市役所では、臨時職員として働く意欲のある人
を募集しています。
　まずは名簿登録していただき、臨時職員が必要
となった時に、その中から必要に応じて勤務を依
頼します。

▽職種　　　事務補助
▽内容　　　パソコン入力、窓口業務、電話対応、
　　　　　　書類整理など
　　　　　　＊内容は職場により異なります。
▽賃金　　　日額6,990円～（予定）
　　　　　　＊雇用形態により異なります。

▽登録受付　随時（8時30分から17時15分）
　　　　　　＊土日祝日は除きます。
▽提出書類　履歴書(写真添付)
▽提出方法　総務課職員係まで履歴書を持参もし
　　　　　　くは郵送で提出してください。
＊登録有効期間
　　平成28年4月1日～平成29年3月31日

水道の開栓・中止連絡はお早めに
■問　上下水道課☎35・6875

　引っ越しの予定日が決定したら、お早めに上下
水道課へご連絡ください。ご連絡をいただかない
と、ご使用になっていなくても基本料金がかかり
ますのでご注意ください。

▽水道を通す（開栓する）とき
　事前に開栓希望日時をお知らせください。開栓
　の際は現場での立ち会いをお願いしています。
　また、給水契約のため給水申請書の提出が必要
　です。上下水道課で手続していただくか、開栓
　当日の立ち会いのときに申請書を記入していた
　だきますので、印鑑をご用意ください。

▽水道を止める（閉栓する）とき
　事前に閉栓希望日時をお知らせください。立ち
　合いは必要ありませんが、閉栓申請書の提出が
　必要です。上下水道課で手続していただくか、
　閉栓当日に申請書を記入していただきますので、
　印鑑をご用意ください。
▽休日の連絡方法
　上下水道課の事務所が閉まっている際の連絡は、
　市役所代表番号（☎34・1111）へお電話ください。
　開閉栓などについては当番業者
　（市上下水道工事業協同組合）が
　担当して休日業務を行います。

○原動機付自転車が盗難にあった場合は？
　警察署へ盗難届を提出後、市役所で廃車手続き
をしてください。その際、盗難届を提出した警察
署名、受理番号、提出日が必要です。

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります

広報あき  平成28年3月
16

→　ご自由にご覧ください。　■問　女性の家☎３４・３５１４
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平成28年度 軽自動車税について
■問　税務課市民税係☎35・1005

軽自動車税は4月1日現在の所有者に
課税されます
■問　税務課市民税係☎35・1005

一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療保険制度に加入できます
■問　市民課国保年金係☎35・1002

　軽自動車税は４月１日現在における原動機付自
転車、軽自動車などの所有者に対して課税されま
す。譲渡や解体業者へ引き渡した場合でも、届出
が無ければ課税されますのでご注意ください。

○軽自動車などの所有者が死亡した場合は？
　そのまま使用される場合は名義変更を、使用せ
ず処分する場合は廃車の手続きをしてください。

＊手続きに必要なものは車種などにより異なりますので、各届け出先にお問い合わせください。

車　　種

原動機付自転車（125cc 以下）
小型特殊自動車（農耕用を含む）

軽四（三）輪自動車

軽二輪（125cc～250cc）

二輪小型自動車（250cc～）

市役所税務課市民税係
☎35・1005

軽自動車検査協会　高知事務所
〔住所〕高知市長浜 3106-2　☎050・3816・3125

（社）全国軽自動車協会連合会　高知事務所
〔住所〕高知市長浜 3106-3　☎088・842・4311

四国運輸局　高知運輸支局
〔住所〕高知市大津乙 1879-1　☎050・5540・2077

届　け　出　先

国民年金 こんなときは届出を！
■問　市民課国保年金係☎35・1002

○国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入しています。こんなときは届出が必要です。
こんなとき どうする 持っていくもの

こんなとき どうする 持っていくもの

会社などを退職した 60歳になる前に退職したときは
第１号被保険者（＊）資格取得届

認め印、年金手帳
離職票

扶養からはずれた 60歳になる前に扶養からはずれた
場合は第１号被保険者資格取得届

認め印
年金手帳

転居で住所が変わった
結婚・離婚などで氏名が変わった 住所・氏名変更届

免除や猶予の承認を受けた期間の
保険料を納めたい 追納の申出

60歳をすぎたが未納や未加入期間が
あるので受け取る年金を増やしたい 60歳から65歳まで任意加入 通帳、通帳の届出印

年金手帳

年金手帳をなくした 再交付申請 認め印

（＊）第１号被保険者…学生・自営業・無職などの人とその配偶者

○年金をもらっている人も、こんなときは届出が必要です。

年金証書をなくした 年金証書再交付申請 認め印

年金の受取口座を変えたい 支払機関変更届 通帳、認め印
年金証書

住所が変わった 住所変更届 認め印、年金証書

氏名が変わった 氏名変更届 年金証書、戸籍
抄本

▽保険料について
　　現在、国民健康保険や被用者保険に加入している人は
　現在納付している保険税（料）が後期高齢者医療保険料
　に切り替わります。算定方法や納付方法も違いますので
　詳しくは市民課国保年金係までお問い合わせください。

○軽自動車税の税率が変わります
　税制改正により、軽自動車税の税率が変更になります。

【三輪および四輪以上の軽自動車】
　初度検査（＊①）年月に応じて、税率が決まります。
（＊①）新車購入時に最初にナンバーを取得するための検
査。初度検査年月は、自動車検査証に記載されています。

○税負担を軽減「グリーン化特例」
　平成28年度は、三輪と四輪の軽自動車で、排出ガス、燃
費性能の優れた車に、「グリーン化特例」が適用されます。
　適用されるのは、平成27年４月１日～平成28年３月31
日までに初度検査を受け、右の条件を満たしたものに限
ります。
＊燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載
　されています。
【軽自動車のグリーン化特例（軽課）】

【原動機付自転車、二輪車など】
　平成28年４月１日から、次の通り新税率が適用されます。

▽現行税率
　初度検査が平成27年３月以前で、初度
　検査から13年を経過していない車両
▽新税率
　初度検査が平成27年４月以後の車両
▽重課税率
　初度検査後 13年を経過した車両
＊賦課期日の４月１日時点で13年を経過
　しているか判断します。
＊平成15年10月14日以前に初度検査を
　受けた車は、年のみの記載しかないた
　め、その年の12月に検査を受けたもの
　と見なします。

4,600 円

12,900 円

8,200 円

6,000 円

4,500 円

3,900 円

10,800 円

6,900 円

5,000 円

3,800 円

3,100 円

7,200 円

5,500 円

4,000 円

3,000 円

重課税率

3,700 円

2,000 円

5,900 円

2,000 円

2,000 円

2,400 円

3,600 円

6,000 円

新税率
車種区分

総排気量

50cc 以下 0.6kw以下

50cc 超 90cc 以下 0.6kw超 0.8kw以下

90cc 超 125cc 以下 0.8kw超

20cc 超（三輪以上）

農耕用（トラクター、コンバインなど）

その他（フォークリフトなど）

軽二輪（125cc 超 250cc 以下）

小型特殊
自動車

原動機付
自転車

小型二輪（250cc 超）

0.25kw超（三輪以上）

定格出力

新税率現行税率

8,100 円

5,200 円

3,800 円

2,900 円

3,000 円

5,400 円

3,500 円

2,500 円

1,900 円

2,000 円

2,700 円

1,800 円

1,300 円

1,000 円

自家用
乗用

営業用

自家用
貨物

四輪

三輪

営業用

1,000 円

特例（3）特例（2）特例（1）

税率（年額）
車種区分

車種区分

乗用

軽三輪

軽四輪
以上

貨物用

自家用

営業用

自家用

営業用

▽特例（1）
・電気自動車
・天然ガス自動車（平成21年排出ガス10
　％低減）
▽特例（2）
・乗用
　平成17年排出ガス基準75％低減（＊②）
　かつ平成 32年度燃費基準＋20％達成車
・貨物
　（＊②）かつ平成27年度燃費基準＋35％
　達成車
▽特例（3）
・乗用
　（＊②）かつ平成32年度燃費基準達成車
・貨物
　（＊②）かつ平成27年度燃費基準+15％
　達成車

＊10年以内ならさかのぼって納めることができます

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象にした医療保険制度ですが、一定の障害がある人は、申請
により65歳から任意で加入することができます（生活保護受給者は除きます）。
　また、75歳の誕生日前であればいつでも加入を撤回することができます。

　▽対象となる障害状態
　　・国民年金法などの障害年金１、２級
　　・精神障害者保健福祉手帳の１、２級
　　・療育手帳のＡ身体障害者手帳の１～３
　　　級と４級の一部（以下の1～4に該当す
　　　る障害に限る）
　　　１．音声機能、言語機能の著しい障害
　　　２．両下肢のすべての指を欠くもの
　　　３．１下肢の下腿１／２以上欠くもの
　　　４．１下肢の機能の著しい障害
　
▽届け出に必要なもの
　　・保険証
　　・障害者手帳、療育手帳（障害年金１級・２
　　　級を受給している人は年金証書）など
　　・印かん

＊昭和19年4月1日以前生まれの人は特例措置により1割負担となります。

納税（入）義務者

65歳以上70歳未満 70歳以上75歳未満 住民税非課税世帯・一般世帯 現役並所得者
3割（現役並所得者）

＊２割

医療機関での
一部負担金割合 ３割

世帯主

国民健康保険

本人

後期高齢者医療制度

１割 ３割

と　き

相談会

林業体験教室

ところ

香美市香北町山林現場

高知城ホール
（高知市丸の内）

森林研修センター
（香美市土佐山田町）

2月27日（土）
12時30分～16時30分
（受付締切16時）

2月25日（木）
10時～17時

2月26日（金）
10時～16時

納付 納付

老
齢
基
礎
年
金

学生納付特例 未納

障害基礎年金
遺族基礎年金
（受給資格期間）

受給資格期間

年金額に計算

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
されます

○
入ります

×
入りません

×
入りません

×
されません

×
されません＊

　市役所では、臨時職員として働く意欲のある人
を募集しています。
　まずは名簿登録していただき、臨時職員が必要
となった時に、その中から必要に応じて勤務を依
頼します。

▽職種　　　事務補助
▽内容　　　パソコン入力、窓口業務、電話対応、
　　　　　　書類整理など
　　　　　　＊内容は職場により異なります。
▽賃金　　　日額6,990円～（予定）
　　　　　　＊雇用形態により異なります。

▽登録受付　随時（8時30分から17時15分）
　　　　　　＊土日祝日は除きます。
▽提出書類　履歴書(写真添付)
▽提出方法　総務課職員係まで履歴書を持参もし
　　　　　　くは郵送で提出してください。
＊登録有効期間
　　平成28年4月1日～平成29年3月31日

水道の開栓・中止連絡はお早めに
■問　上下水道課☎35・6875

　引っ越しの予定日が決定したら、お早めに上下
水道課へご連絡ください。ご連絡をいただかない
と、ご使用になっていなくても基本料金がかかり
ますのでご注意ください。

▽水道を通す（開栓する）とき
　事前に開栓希望日時をお知らせください。開栓
　の際は現場での立ち会いをお願いしています。
　また、給水契約のため給水申請書の提出が必要
　です。上下水道課で手続していただくか、開栓
　当日の立ち会いのときに申請書を記入していた
　だきますので、印鑑をご用意ください。

▽水道を止める（閉栓する）とき
　事前に閉栓希望日時をお知らせください。立ち
　合いは必要ありませんが、閉栓申請書の提出が
　必要です。上下水道課で手続していただくか、
　閉栓当日に申請書を記入していただきますので、
　印鑑をご用意ください。
▽休日の連絡方法
　上下水道課の事務所が閉まっている際の連絡は、
　市役所代表番号（☎34・1111）へお電話ください。
　開閉栓などについては当番業者
　（市上下水道工事業協同組合）が
　担当して休日業務を行います。

○原動機付自転車が盗難にあった場合は？
　警察署へ盗難届を提出後、市役所で廃車手続き
をしてください。その際、盗難届を提出した警察
署名、受理番号、提出日が必要です。

○後期高齢者医療保険に加入すると医療機関などでの自己負担割合が変わります

17
広報あき  平成28年3月 女性の家では、ハローワークからの求人情報を備えています。　→
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広報あき  平成28年3月→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課☎３５・１０００→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課☎３５・１０００

・
舞
台
発
表　

13
時
〜

　

�

安
芸
市
民
合
唱
団
・
ひ
な
げ
し
・

は
ま
ゆ
う
・
気
功
・
３
Ｂ
体
操
・

生
命
の
貯
蓄
体
操
・
さ
ん
さ
ん

３
Ｂ
・
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
・
民

踊
・
ホ
ア
ロ
ハ
安
芸
・
ハ
ッ
ピ
ー

♡
ベ
リ
ー
・
あ
っ
き
ぃ
〜
な

（
キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
）・
ゆ
っ
た
り

ヨ
ー
ガ

＊�

ち
ょ
っ
と
お
ト
ク
な
お
楽
し
み

コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す

■
問　

女
性
の
家

　

☎
34
・
３
５
１
４

  

女
性
の
家 

３
月
の
常
掲
展�

「
日
本
画
展
」

　

３
月
の
常
掲
は
、
女
性
の
家
の

活
動
サ
ー
ク
ル
「
日
本
画
」
の
作

品
展
で
す
。
ぜ
ひ
ご
鑑
賞
く
だ
さ

い
。

▽�

と　

き　

３
月
７
日
（
月
）
〜

３
月
30
日
（
水
）
９
時
〜
21
時

（
昼
、
夕
方
は
休
憩
あ
り
）

＊�

日
曜
日
は
休
館
（
そ
の
他
、
都

合
に
よ
り
閉
館
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）

▽�

と
こ
ろ　

女
性
の
家
１
階
ロ

ビ
ー

■
問　

女
性
の
家

　

☎
34
・
３
５
１
４

  

安
芸
吹
奏
楽
団 

春
の
演
奏
会

〜
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト
〜

　

今
年
も
安
芸
吹
奏
楽
団
に
よ
る

演
奏
会
を
開
催
し
ま
す
。
当
団
は
、

お
知
ら
せ

  

水
道
指
定
給
水
装
置 

工
事
事
業
者
の
指
定

　

次
の
事
業
者
を
安
芸
市
指
定
給

水
装
置
工
事
事
業
者
に
指
定
し
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
つ
い

て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
上
下
水

道
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
指
定
を
受
け
た
事
業
者

・�

名
称　

三
菱
電
機
シ
ス
テ
ム

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
四
国
支
店

高
知
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

・
代
表
者
氏
名　

佐
久
目　

誠
記

・�

所
在
地　

高
知
市
南
竹
島
町
１

─

１

・
指
定
日　

平
成
28
年
１
月
13
日

■
問　

上
下
水
道
課

　

☎
35
・
６
８
７
５

  

Ｄ
Ｖ
相
談
窓
口
を 

開
設
し
て
い
ま
す

　

家
庭
内
（
夫
婦
間
、
親
子
間
の

暴
力
）
お
よ
び
恋
愛
関
係
の
当
事

者
間
に
お
け
る
暴
力
な
ど
に
つ
い

て
、
専
門
の
相
談
員
に
よ
る
相
談

窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
ま
ず

は
電
話
で
相
談
を
！

＊�

相
談
員
は
高
知
県
被
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー
の
支
援
員
で
す
。

＊�
電
話
で
の
相
談
時
に
は
住
所
、

氏
名
は
言
う
必
要
は
あ
り
ま
せ

催
　
し

 

第
14
回 

女
性
の
家
ま
つ
り

　
「
女
性
の
家
ま
つ
り
」
は
、
女

性
の
家
で
活
動
し
て
い
る
サ
ー
ク

ル
が
、
日
ご
ろ
の
学
習
の
成
果
を

発
表
・
展
示
し
、
各
利
用
サ
ー
ク

ル
が
交
流
親
睦
を
深
め
る
と
と
も

に
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
「
女
性
の

家
」
に
親
し
ん
で
い
た
だ
き
、
利

用
者
の
拡
大
を
図
る
た
め
２
年
に

一
度
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

喫
茶
、
即
売
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り

ま
す
。
入
場
は
無
料
で
す
。
お
気

軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
３
月
５
日
（
土
）
13
時
〜
17
時

・
開
会
式　

13
時
〜
（
式
典
）

　
　
　
　
　

川
向
防
災
会
ほ
か

・
バ
ザ
ー
（
開
会
式
終
了
後
）

・
作
品
展
示　

13
時
〜
17
時

　

�

学
習
サ
ー
ク
ル
の
資
料
・
書
道
・

編
み
物
・
淡
彩
画
・
日
本
画
・

絵
手
紙
・
筆
文
字
・
押
し
花
・

短
歌
・
生
け
花

○�

３
月
６
日
（
日
）
９
時
30
分
〜

16
時

・
作
品
展
示　

９
時
30
分
〜
16
時

仕
事
や
家
事
と
両
立
し
な
が
ら
音

楽
を
楽
し
ん
で
い
る
一
般
の
バ
ン

ド
で
す
。今
年
は
、世
界
の
音
楽
を

テ
ー
マ
に
演
奏
を
行
い
ま
す
。
皆

さ
ん
一
緒
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！

ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽�

と　

き　

３
月
13
日
（
日
）
14

時
〜

▽
と
こ
ろ　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

▽
入
場
料　

無
料

■�

問　

市
文
化
協
会
（
歴
史
民
俗

資
料
館
内
）
☎
34
・
３
７
０
６

 

い
っ
ぽ
い
っ
ぽ

　

発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
持

つ
親
の
集
ま
り
で
す
。
家
族
が
子

ど
も
の
障
害
や
特
性
を
理
解
す
る

と
、
子
育
て
が
す
ご
く
楽
に
な
り

ま
す
。

　

お
茶
を
し
な
が
ら
、
何
気
な
い

子
ど
も
の
様
子
を
ワ
イ
ワ
イ
と
話

し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
子
ど

も
へ
の
対
応
の
ヒ
ン
ト
が
あ
っ
た

り
し
て
、
み
ん
な
元
気
に
な
っ
て

帰
っ
て
い
き
ま
す
。

　

子
ど
も
の
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
と

考
え
て
い
る
皆
さ
ん
、
お
話
を
し

に
き
ま
せ
ん
か
。

▽�

と　

き　

３
月
14
日
（
月
）
13

時
30
分
〜
15
時
30
分

▽�

と
こ
ろ　

健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
「
元
気
館
」
和
室

▽
参
加
費　

１
０
０
円

■�

問　

健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

「
元
気
館
」
☎
32
・
０
３
０
０

ん
。（
通
話
料
は
自
己
負
担
で

す
）

＊
来
所
に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
。

▽�

と　

き　

毎
月
第
２
、
第
４
金

曜
日　

３
月
は
11
日
・
25
日

　

�

10
時
〜
15
時
（
祝
祭
日
の
場
合

は
休
み
）

▽�

と
こ
ろ　

総
合
社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー
1
階　

相
談
室

▽�

対
象
者　

安
芸
市
在
住
の
人

■�

問　

☎
０
８
０
・
３
１
６
７
・

２
９
１
８
（
第
２
・
第
４
金
曜

日
以
外
の
8
時
30
分
〜
17
時
15

分
は
福
祉
事
務
所
障
害
ふ
く
し

係
で
対
応
し
ま
す
）

  

交
通
事
故
被
害
者
の
家
庭 

を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

策
機
構
で
は
、
育
成
資
金
の
貸
し

付
け
や
介
護
料
の
支
給
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

【
介
護
料
の
支
給
】

　

自
動
車
事
故
が
原
因
で
、
重
度

の
後
遺
障
害
が
残
り
、
介
護
が
必

要
な
人
に
支
給
を
し
て
い
ま
す
。

▽�

支
給
額　

月
額
約
３
万
円
〜
13

万
円

＊�

重
度
後
遺
障
害
の
程
度
に
よ
り

ま
す
。

【
育
成
資
金
の
貸
付
】

　

自
動
車
事
故
が
原
因
で
保
護
者

が
亡
く
な
ら
れ
た
り
、
重
い
後
遺

障
害
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
り
し

た
家
庭
（
生
活
困
窮
家
庭
）
の
児

童
を
対
象
に
、
中
学
校
卒
業
ま
で

無
利
子
で
育
成
資
金
を
お
貸
し
し
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広報あき  平成28年3月 「広報あき」では有料広告を募集しています。　→「広報あき」では有料広告を募集しています。　→

▽�

任
期　

４
月
１
日
〜
平
成
30
年

３
月
31
日　

▽
応
募
期
限　

３
月
18
日
（
金
）

▽
応
募
方
法

　

任
意
の
用
紙
に
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
電
話
番
号
、
応
募
動

機
を
記
入
し
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、

持
参
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

■�

問
・
申
込　

企
画
調
整
課
ま
ち

づ
く
り
係　

　

☎
35
・
１
０
１
２

　

FAX　
35
・
４
４
４
５

  

平
成
28
年
度 

鳥
獣
被
害
防
除
対
策
事
業

　

シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害

鳥
獣
に
よ
る
農
林
作
物
へ
の
被
害

の
減
少
を
図
る
た
め
、
防
除
ネ
ッ

ト
な
ど
の
設
置
に
要
す
る
資
材
費

へ
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

▽�

補
助
対
象　

防
除
ネ
ッ
ト
な
ど

の
設
置
に
か
か
る
資
材
購
入
費

＊�

平
成
28
年
度
よ
り
補
助
対
象
と

な
る
資
材
が
一
部
追
加
、
変
更

さ
れ
ま
し
た
。
防
除
ネ
ッ
ト
な

ど
の
種
類･

規
格
な
ど
に
つ
い

て
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
募
集
期
限　

４
月
８
日
（
金
）

＊�

予
算
の
範
囲
内
で
実
施
し
ま
す

の
で
、
要
望
量
に
添
え
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

＊�

受
付
後
に
費
用
の
見
積
も
り
・

位
置
図
・
写
真
な
ど
を
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
実
施
時
期

な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■�

問
・
申
込　

農
林
課
中
山
間
振

興
係
☎
35
・
１
０
１
６

  

平
成
28
年
度 

予
備
自
衛
官
補
募
集

　

予
備
自
衛
官
補
制
度
と
は
、
一

般
社
会
人
や
学
生
の
方
を
予
備
自

衛
官
補
と
し
て
採
用
し
、
教
育
訓

練
修
了
後
、
予
備
自
衛
官
と
し
て

任
用
す
る
制
度
で
す
。
予
備
自
衛

官
補
に
採
用
さ
れ
る
と
一
般
公
募

は
３
年
以
内
に
50
日
、
技
能
公
募

は
２
年
以
内
に
10
日
間
の
教
育
訓

練
に
参
加
し
、
必
要
な
知
識
・
技

能
を
修
得
し
ま
す
。

＊
教
育
訓
練
の
開
始
時
期
は
、
平

成
28
年
７
月
以
降
と
な
り
ま
す
。

▽
受
験
資
格

・�

一
般　

18
歳
以
上
34
歳
未
満
の

者
・�

技
能　

18
歳
以
上
で
国
家
免
許

資
格
等
を
保
有
す
る
者
（
資
格

に
よ
り
53
〜
55
歳
未
満
の
者
）

▽�
受
付
期
間　

１
月
８
日
（
金
）

〜
４
月
８
日
（
金
）

▽
試
験
日

・
一
般　

４
月
17
日
（
日
）

・
技
能　

４
月
16
日
（
土
）

■�

問
・
申
込　

自
衛
隊
高
知
地
方

協
力
本
部　

安
芸
地
域
事
務
所

☎
35
・
２
７
４
９

て
い
ま
す
。

▽
金
額

・
一
時
金　

１
５
５
，
０
０
０
円

・
入
学
支
度
金
４
４
，
０
０
０
円

・�

月
額　

１
０
，
０
０
０
円
ま
た

は
２
０
，
０
０
０
円

■�

問　
（
独
）自
動
車
事
故
対
策
機

構
☎
０
８
８
・
８
３
１
・
１
８

１
７募

　
集

  

安
芸
市
男
女
共
同
参
画 

社
会
推
進
協
議
会
委
員
募
集

　

男
女
が
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊

重
し
、
責
任
を
分
か
ち
合
い
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
性
別
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
個
性

と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
を
目
指
し
て
、
皆
さ
ん
と
協

働
で
男
女
共
同
参
画
事
業
を
実
施

す
る
た
め
、
男
女
共
同
参
画
社
会

推
進
協
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

委
員
の
皆
さ
ん
に
は
、
市
の
男

女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
は
効
果
的
に

行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
、
検
討

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
平
成
28
年

度
は
、
年
１
回
の
会
議
と
研
修
会

を
予
定
し
て
い
ま
す
。　

▽�

対
象
者　

市
内
に
お
住
ま
い
の

18
歳
以
上
の
人

▽�

公
募
定
員　

６
人
（
男
女
、
各

3
人
）

＊
応
募
多
数
の
場
合
は
書
類
選
考

詳しくは下記までお問い合わせください。
■問　自衛隊高知地方協力本部　安芸地域事務所☎ 35・2749

 

平
成
28
年
度
『
自
衛
隊
幹
部
候
補
生
』
募
集

募集種目 資　格 受付期間 試験日

一般

▽大卒程度試験
　22歳以上26歳未満の者
　�＊20歳以上22歳未満の者は大
卒（見込含）、修士課程修了者
など（見込含）は28歳未満
▽院卒者試験
　�修士課程修了者など（見込含）
で、20歳以上28歳未満の者

３月１日（火）

～

５月６日（金）

▽１次試験
　5月14日（土）、15日（日）
　＊15日は飛行要員のみ
▽２次試験
　6月14日（火）～ 17日（金）
▽３次試験（海・空飛行要員のみ）
　・海上自衛隊
　7月11日（月）～ 15日（金）
　・航空自衛隊
　7月16日（土）～ 8月4日（木）

歯科
・
薬剤科

専門の大卒（見込含）、20歳以上
30歳未満の者
＊薬剤は20歳以上28歳未満の者

▽１次試験
　5月 14日（土）
▽２次試験
　6月14日（火）～ 17日（金）
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安芸市民図書館☎35・5638

●松橋　利光　著

「生きものの持ちかた」
（大和書房）

　今月紹介する本は、常に生きものに接
している専門家が自分の経験から生きも
のと人間、両方が傷つかない持ちかたを
わかりやすく教えてくれています。自分の
ペットの持ちかたが正しいのか確認して
みませんか？

図書館へ行こう！
新刊の一押し 3 月の

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
×印は休館日　○印はおはなし会
【開館時間】
　平日→９時30分～19時まで
　土日→９時30分～17時まで
【童（わらし）っ子】
絵本の読み聞かせなどを行います。
▽とき　3月5日（土）14時～
【ぱんだぱんだ】
赤ちゃんのための絵本や紙芝居の
読み聞かせ、からだ遊びを行います。
▽と　き　3月10日（木）10時30分～

＝3月の新刊案内＝
[児童書]▽西村敏雄「みんなのくまくまパン」▽のぶみ「ねこいぬ」▽
山本孝「しんかいたんけん！マリンスノー」▽たかどのほうこ「ぜった
いくだものっこ」▽岡田淳「小学校の秘密の通路」ほか
[一般書]▽小出鞠るい「優しいライオン」▽野口真紀「おいしい毎日お
しゃれな明日」▽荻原浩「ギブ・ミー・ア・チャンス」▽恩田陸「消
滅」▽横関大「スマイルメイカー」ほか

休
館
日

→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課☎３５・１０００

【お知らせ】
・�3月12日（土）9時30分〜12時30分まで、廃棄処分した図書（児童書・一般書）や、
雑誌（きょうの料理・non-noなど）をお譲りします。ぜひ、お越しください。なお、通
常営業はお休みです。
・�3月13日（日）〜3月22日（火）まで、資料整理のため休館します。3月23（水）より
通常通り開館します。

「
あ
き
・
あ
っ
た
か
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
」へ
参
加
し
ま
せ
ん
か
？

　

平
成
22
年
度
よ
り
、
地
域
で
楽

し
く
安
心
し
て
生
活
が
で
き
、
高

齢
者
が
元
気
に
な
る
こ
と
を
支
援

す
る
た
め
「
あ
き
・
あ
っ
た
か
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
を
介
護
予
防

拠
点
と
し
て
開
設
し
て
い
ま
す
。

い
き
い
き
百
歳
体
操
や
さ
ま
ざ
ま

な
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
（
エ
ア
ロ
バ
イ

ク
・
リ
ズ
ム
・
尿
失
禁
予
防
・
男

の
筋
ト
レ
な
ど
）、
健
康
チ
ェ
ッ

ク
、
手
芸
活
動
、
カ
ラ
オ
ケ
、
料

理
な
ど
楽
し
く
体
を
動
か
し
て
人

と
の
つ
な
が
り
の
輪
を
広
げ
ら
れ

る
よ
う
、
憩
い
の
場
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　

見
学
は
い
つ
で
も
自
由
で
す
！

皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
参
加
し
て
み
ま
せ

ん
か
？

▽ 

と
　
き　

平
日
９
時
〜
16
時
30
分

▽ 

対
象
者　

元
気
な
高
齢
者
、
要

支
援
１
・
２
の
認
定
を
受
け
て

い
る
高
齢
者
な
ど

＊�

送
迎
が
必
要
な
人
は
相
談
に
応

じ
ま
す
。

＊�

江
川
公
民
館
・
下
山
小
学
校
で

も
サ
テ
ラ
イ
ト
と
し
て
週
１
回

実
施
し
て
い
ま
す
。

▽ 

申
　
込　

あ
き
・
あ
っ
た
か
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

☎
34
・
８
９
９
１

■
問　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
32
・
０
５
５
５

連載⑨

い
ざ
、

介
護
予
防
！

▲

み
ん
な
で
ス
ト
レ
ッ
チ

▲
エ
ア
ロ
バ
イ
ク
を
す
る
利
用
者
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年金相談
▽と　き　3月3日（木）10時～14時30分
　　　　　（12時から13時まで昼休み）　
▽ところ　総合社会福祉センター　２階　中会議室
■問　南国年金事務所☎０８８・８６４・１１１１

行政相談
▽と　き　3月16日（水）10時～15時
▽ところ　総合社会福祉センター
■問　総務課☎３５・１０００

人権相談
▽と　き　3月3日（木）10時～15時
▽ところ　総合社会福祉センター
■問　法務局安芸支局☎３５・２２７２

法律相談
▽と　き　3月14日（月）　13時30分～15時30分
▽ところ　安芸ひまわり基金法律事務所
　　　　　（商工会議所２階）
＊相談無料　１人30分で予約制
＊借金などでお困りの人については、随時無料で受け付け
　しています。
＊法テラスの制度も使えます。
■問　安芸ひまわり基金法律事務所☎３５・８２００

相 談

種 別
1　月　分 累　　　計

安芸市 芸西村 計 安芸市 芸西村 計

火
　
災

建 物 0 1 1 0 1 1
林 野 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0

計 0 1 1 0 1 1

救
　
急

急 病 73 13 86 73 13 86
交 通 事 故 1 1 2 1 1 2
一 般 負 傷 10 3 13 10 3 13
転 院 24 6 30 24 6 30
そ の 他 4 0 4 4 0 4

計 112 23 135 112 23 135

安 芸 市・芸 西 村 火 災 救 急 出 動 状 況

人 口 統 計

人口　　18,238人
（前月比：17人減）
　　　男　8,656人
（　〃　：��6人減）
　　　女　9,582人
（　〃　：11人減）
世帯数　　　8,539

安芸町
伊尾木
川北
東川
土居
井ノ口
畑山
穴内
赤野

7,045人�
1,659人�
3,029人�
291人�
1,985人�
2,054人�
209人�
774人�
1,192人

【28年1月末日現在】
（外国人含む）

（地区別人口）

一般廃棄物最終処分場放流水水質検査

採取試験日
ＰＨ ＳＳ ＣＯＤ ＢＯＤ 大腸菌群数

mg/ℓ mg/ℓ mg/ℓ 個/ｍℓ

処分場独自排水目標 5.8～8.6 20以下 20以下 10以下 3,000以下

法排水基準 5.8～8.6 150以下 120以下 120以下 3,000以下

1月�6日 7.2 1.0未満 1.4 0.5未満 30未満

安芸市ホームページはバナー広告を募集中　→

1
月
1
日
㈮

　

第
44
回
新
年
走
ろ
う
会

　

栃
煌
山
関
幟
開
き

　

第
51
回
寒
中
水
泳
大
会

1
月
3
日
㈰

　

安
芸
市
成
人
式

1
月
4
日
㈪

　

平
成
28
年
仕
事
始
め
式

1
月
5
日
㈫

　

庁
議

　

�

市
民
賞
表
彰
式
・
新
年
祝
賀
名
刺
交

換
会

1
月
6
日
㈬

　

定
例
課
長
会

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
高
知
支
店
長
ほ
か
と
の
懇
談

　

定
例
記
者
会
見

1
月
7
日
㈭

　

㈱
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
訪
問
（
京
都
市
）

1
月
8
日
㈮

　

Ｊ
Ａ
土
佐
あ
き
と
の
懇
談

　

�

法
テ
ラ
ス
安
芸
法
律
事
務
所
と
の
懇
談

1
月
9
日
㈯

　

�

県
展
書
道
無
鑑
査
展
を
視
察
（
高
知

市
）

　

�

高
知
県
防
衛
協
会
新
年
互
礼
会
に
出

席
（
高
知
市
）

1
月
10
日
㈰

　

市
消
防
出
初
式

1
月
12
日
㈫

　

�

県
庁
ほ
か
へ
新
年
挨
拶
回
り
（
高
知

市
）

1
月
13
日
㈬

　

�

県
安
芸
地
域
産
業
振
興
監
ほ
か
と
の

協
議

1
月
14
日
㈭

　
（
在
庁
）

1
月
16
日
㈯

　

�

高
知
駐
屯
地
協
力
会
新
年
会
に
出
席

（
南
国
市
）

1
月
18
日
㈪

　
（
在
庁
）

1
月
19
日
㈫

　

安
芸
商
工
会
議
所
会
員
大
会
に
出
席

1
月
20
日
㈬

　

�

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
球
団
表
敬
訪
問

（
兵
庫
県
）

1
月
21
日
㈭

　

�

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
学
校
を
視
察

　

八
戸
市
職
員
ほ
か
と
の
懇
談

1
月
22
日
㈮

　

安
芸
市
日
赤
奉
仕
団
新
年
会
に
出
席

　

野
町
県
議
会
議
員
と
の
協
議

　

�

時
事
通
信
社
高
知
支
局
の
取
材
を
受

け
る�

1
月
23
日
㈯

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
落
成
式
典

1
月
24
日
㈰

　

�

高
知
県
小
中
学
生
選
抜
書
展
決
勝
大

会
に
出
席

　

�

高
知
安
芸
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
40
周

年
記
念
式
典
に
出
席

1
月
25
日
㈪

　

県
税
務
課
長
ほ
か
と
の
協
議�

　

�

県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
と
の
協
議

　

安
芸
市
農
業
委
員
会
新
年
会

1
月
26
日
㈫

　

�

阪
神
球
団
フ
ァ
ー
ム
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

と
の
懇
談

1
月
27
日
㈬

　

県
地
域
観
光
課
長
と
の
協
議

　

�

安
芸
・
室
戸
地
区
農
村
女
性
リ
ー

ダ
ー
つ
ど
い
に
出
席
（
芸
西
村
）

　

�

公
的
保
育
の
拡
充
を
求
め
る
大
運
動

実
行
委
員
会
と
の
協
議

1
月
28
日
㈭

　

安
芸
道
路
伊
尾
木
地
区
調
印
式

　

�

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
運
営

連
絡
会
に
出
席
（
高
知
市
）

　

土
佐
国
道
事
務
所
ほ
か
と
の
懇
親�

1
月
29
日
㈮

　

総
合
教
育
会
議

　

�

市
観
光
協
会
・
商
工
会
議
所
・
Ｊ
Ａ

土
佐
あ
き
と
の
意
見
交
換
会

1
月
31
日
㈰

　

�

阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
春
季
キ
ャ
ン
プ
出

迎
え

　

市
町
村
駅
伝
慰
労
会
に
出
席
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日 曜 3月の主な行事 時　間 場　所

特別展「安芸のおひなさま」（〜4月10日） ９：００〜１７：００ 歴史民俗資料館

1 火 小中学生選抜書展作品展示（〜3月13日） ９：００〜１７：００ 書道美術館

3 木 土佐の町家ひなまつり（〜6日） ９：００〜 本町コミュニティーセンターほか

4 金 市議会第１回定例会（３月議会）（〜22日予定） １0：００〜 議場

5 土 女性の家まつり（〜6日） １3：００〜 女性の家

8 火 笑って撃退！出前落語　悪質商法 １3：３０〜15：0０ 総合社会福祉センター

12 土 中学校卒業式 ９：3０〜 市立安芸中・清水ケ丘中

13 日 安芸吹奏楽団　春の演奏会〜Spring�Concert〜 １4：0０〜 市民会館

23 水 小学校卒業式 市内各小学校

26 土 第12回全国ほんものフォーラム第６分科会 ９：2０〜１2：００ 市民会館

27 日 春の音楽祭2016〜吹奏楽フェス〜 13：3０〜 市民会館

編
集
・
発
行
：
安
芸
市
総
務
課
　
☎
0887・

34・
1111（

代
）

安
芸
市
矢
ノ
丸
1丁
目
4-40　

　
　
35・

4445
メ
ー
ル
：
kouhou@

city.aki.kochi.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://w
w
w
.city.aki.kochi.jp
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